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～広げよう　やさしい心と思いやり～

新宮市では。令和 7年 3月に

誰もが、突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になり得る恐れがあります。
多くの犯罪被害者等は、十分な支援を受けられず、社会で孤立する場合があります。
新宮市では、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を送ることができるような支援に取り
組み、市民のみなさまが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざして、
令和 7年 4月に条例を施行しました。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

「新宮市犯罪被害者等支援条例」を制定しています。

新宮市では。令和 7年 3月に

新宮市はこれまで、市民の皆さまとともに部落差別の解消に向けて取組を進め、一定の
成果を上げてきました。しかしながら、現在もなお部落差別が存在し、インターネット
などの情報化の進展に伴い、部落差別に関する状況に変化も生じています。こうした状況
を踏まえ、新宮市では、部落差別の無い社会の実現を目指すため、令和 7年 7月に条例を
施行しました。
部落差別の無い新宮市の実現に向けて市民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。

「新宮市部落差別の解消の推進に関する条例」
を制定しています。


